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第
二
千
四
十
三
号

平
成
十
四
年
七
月
五
日

(

金
曜
日)

対

馬

医

院

医
療
法
人
北
山
内

科
小
児
科
医
院

宇
野
胃
腸
科
内
科

医
院

坂
本
耳
鼻
咽
喉
科

内
科
医
院

き
む
ら
ク
リ
ニ
ッ

ク角
田
整
形
外
科
医

院 名

称

青
森
市
堤
町
二
丁
目
一
二
の
九

青
森
市
浪
館
前
田
四
丁
目
二
の
一
三

弘
前
市
大
字
東
長
町
六
〇
の
二

弘
前
市
大
字
南
瓦
町
二
の
六

八
戸
市
是
川
四
丁
目
二
の
三

む
つ
市
新
町
一
三
の
五
二

所

在

地

平
成
��･

�･

��

��･

�･

��

��･

�･

�

��･

�･

�

��･

�･

��

��･

�･

�

廃
止
年
月
日



( )

青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
一
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
二
号

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
の
認
定
を

し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

起
業
者
の
名
称

木
造
町

二

事
業
の
種
類

(

仮
称)

ゆ
と
り
の
公
園
整
備
事
業

三

起
業
地

１

収
用
の
部
分
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近

藤

医

院

上
北
郡
野
辺
地
町
字
野
辺
地
一
九
五
の
一

��･

�･

��

坂
本
耳
鼻
咽
喉
科

内
科
医
院

医
療
法
人
き
む
ら

ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
佑
心
会

角
田
整
形
外
科
医

院近
藤
医
院
歯
科

ス
ー
パ
ー
ド
ラ
ッ

グ
ア
サ
ヒ
調
剤
薬

局公
済
会
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
や

ま
び
こ

名

称

弘
前
市
大
字
坂
本
町
五
の
七

八
戸
市
是
川
四
丁
目
二
の
三

む
つ
市
新
町
一
三
の
五
二

上
北
郡
野
辺
地
町
字
野
辺
地
一
九
五
の
一

弘
前
市
大
字
土
手
町
一
八
八
の
一

む
つ
市
小
川
町
一
丁
目
一
の
五

所

在

地

平
成
��･

�･

�

��･

�･

�

��･

�･

�

��･

�･

�

��･

�･

��

��･
�･

�

指
定
年
月
日

変
更
後

変
更
前

変
更
後

変
更
前

変
更
後

変
更
前

変
更
後

変
更
前

区
分

一
真
堂
薬
局
売
市
店

あ
と
む
ら
歯
科
医
院

立
花
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

立
花
歯
科
旭
ケ
丘
診
療
所

医
療
法
人
仁
友
会
き
よ
か
わ

内
科
胃
・
大
腸
ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
仁
友
会
き
よ
か
わ

ク
リ
ニ
ッ
ク

名

称

八
戸
市
売
市
三
丁
目
一
の
三

〇 八
戸
市
大
字
売
市
字
狐
窪
一

二
の
七

上
北
郡
下
田
町
青
葉
一
丁
目

五
〇
の
一
五
〇
二

上
北
郡
下
田
町
字
古
間
木
山

五
〇
の
一
五
〇
二

八
戸
市
旭
ケ
丘
三
丁
目
一
の

二 八
戸
市
柏
崎
四
丁
目
一
五
の

四
一

所

在

地

��・

�・
��

��・

�・

�

��・

�・

�

平
成
��・

�・
��

変
更
年
月
日



( )

青
森
県
西
津
軽
郡
木
造
町
字
赤
根
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

四

土
地
収
用
法
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

木
造
町
役
場

公

告

宅
地
建
物
取
引
業
者
の
業
務
の
停
止

宅
地
建
物
取
引
業
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号)

第
六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
対
し
て
業
務
の
停
止
を
命
じ
た
の
で
、
同
法
第
七
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

商
号
又
は
名
称

砂
田
不
動
産
販
売
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

砂
田
公
一

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
造
道
三
丁
目
二
の
六

四

免
許
証
番
号

青
森
県
知
事
�
第
二
三
六
一
号

五

業
務
停
止
の
期
間

平
成
十
四
年
七
月
五
日
か
ら
同
年
八
月
四
日
ま
で

六

停
止
業
務
の
範
囲

業
務
の
全
部

県
有
地
の
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
土
地
の
売
却

二

予
定
価
格

二
百
六
十
七
万
円

三

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

四

売
却
す
る
物
件
を
示
す
場
所

む
つ
市
金
曲
二
丁
目
六
二

五

売
却
す
る
物
件
の
地
積
測
量
図
等
の
書
面
及
び
契
約
条
項
を
示
す
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
出
納
局
経
理
課

六

入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時

１

場
所

む
つ
市
中
央
一
丁
目
一
の
八

青
森
県
む
つ
合
同
庁
舎

一
階
Ａ
会
議
室

２

日
時

平
成
十
四
年
七
月
二
十
六
日

午
後
一
時

七

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
の
額

契
約
金
額

(

入
札
保
証
金
に
あ
っ
て
は
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
見
積
も
る
契
約
金

額)

の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
金
額

八

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

九

代
金
の
納
入
期
限
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む
つ
市
金
曲
二
丁
目
六
二

所

在

地

宅

地

地

目

一
七
七
・
〇
五
平
方
メ
ー
ト
ル

地

積



( )

契
約
締
結
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
全
額
納
入
と
す
る
。

十

そ
の
他

１

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

２

平
成
十
四
年
七
月
十
九
日
午
後
一
時
か
ら
、
む
つ
市
金
曲
二
丁
目
六
二
に
お
い
て
現
場
説
明

を
行
う
。出

先

機

関

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
事
業
を
行
う
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
五
日

三
戸
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

平

野

隆

夫

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
四
号

昭
和
四
十
四
年
四
月
三
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
号

(

病
院
の
長
、
老
人
ホ
ー
ム
の

長
、
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
の
長
及
び
保
護
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病

院
、
老
人
ホ
ー
ム
、
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
及
び
保
護
施
設
の
指
定)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。
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〃

六
三－

七

〃

六
三－

六

〃

六
三－

五

〃

六
三－

四

〃

六
三－

三

〃

六
三－

二

十
三
年
災
農
地
災
害
復
旧
事
業

六
三－

一

土

地

改

良

事

業

の

名

称

〃 〃 〃 〃 〃 〃 階

上

町

事
業
を
行
う
者

〃 〃 〃 ��･

�･

��

��･

�･

��

��･
�･
��

平
成
��･

�･

��

工
事
完
了

年

月

日

〃

六
三－

一
〇
九

〃

六
三－

一
〇
八

〃

六
三－

一
〇
七

〃

六
三－

一
〇
六

〃

六
三－

一
〇
五

〃

六
三－

一
〇
四

〃

六
三－

一
〇
三

〃

六
三－

一
〇
二

十
三
年
災
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業六
三－

一
〇
一

〃

六
三－

一
〇

〃

六
三－

九

〃

六
三－

八

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃 〃 〃 〃 ��･

�･

��

��･

�･

��

��･

�･

��

��･

�･

��

〃 〃 〃



( )

平
成
十
四
年
七
月
五
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

正

三

一
の
表
中

｢

｣

を｢

｣

に
、

｢

｣

を｢

｣

に
、

｢

｣

を｢

｣

に
、

｢

｣

を｢

｣

に
、

｢

｣

を｢

｣

に
、

｢

｣

を｢

｣

に
改
め
る
。

二
の
表
中

｢

｣
を｢

｣

に
、

｢

｣
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あ
お
も
り
協
立
病
院

〃

大
字
大
野
字
前
田
一
〇
三
の

二

青
森
県
立
あ
す
な
ろ
学
園

あ
お
も
り
協
立
病
院

〃

大
字
石
江
字
江
渡
一
〇
一

〃

大
字
大
野
字
前
田
一
〇
三
の

二

弘
前
記
念
病
院

〃

大
字
境
関
字
西
田
五
九
の
一

青
森
県
立
さ
わ
ら
び
園

弘
前
記
念
病
院

〃

大
字
中
別
所
字
平
山
一
六
八

〃

大
字
境
関
字
西
田
五
九
の
一

医
療
法
人
湊
病
院

〃

大
字
新
井
田
字
松
山
下
野
場

七
の
一
五

医
療
法
人
清
照
会
湊
病
院

〃

大
字
新
井
田
字
松
山
下
野
場

七
の
一
五

中
里
病
院

〃

柏
崎
一
丁
目
一
〇
の
一
〇

青
森
県
立
は
ま
な
す
学
園

中
里
病
院

〃

大
字
大
久
保
字
大
塚
一
七
の

七
二
九

〃

柏
崎
一
丁
目
一
〇
の
一
〇

医
療
法
人
三
沢
聖
心
会
病
院

〃

淋
代
三
丁
目
一
一
一
の
六

医
療
法
人
聖
心
会
三
沢
聖
心
会

病
院

〃

淋
代
三
丁
目
一
一
一
の
六

国
立
療
養
所
大
湊
病
院

〃

桜
木
町
一
三
の
一

む
つ
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病

院

〃

桜
木
町
一
三
の
一

弘
前
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

〃

大
字
小
沢
字
大
開
西
六
の
八

－

六
の
一
八

弘
前
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

〃

大
字
自
由
ケ
丘
五
丁
目
五
の

三

み
ち
の
く
荘

〃

大
字
城
ケ
沢
字
砂
川
目
三
の

四
三



( )

を｢

｣

に
改
め
る
。

五
の
表
中

｢

｣

を｢

｣

に
改
め
る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
三
号

青
森
県
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例

(

昭
和
五
十
九
年

十
二
月
青
森
県
条
例
第
四
十
四
号)

第
四
条
第
一
項
第
三
号
、
同
条
第
二
項
及
び
同
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
、
祭
礼
そ
の
他
特
別
の
行
事
の
行
わ
れ
る
日
及
び
営
業
時
間
の
延
長
を
認
め
る
地
域
を
次

の
と
お
り
定
め
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
五
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

橋

本

昭

一

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
四
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二

号)

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
申
請
に
係
る
次
の
遊
技
機
の
型
式
に
つ
い
て
、
遊
技

機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

第

六
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
五
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

橋

本

昭

一
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み
ち
の
く
荘

〃

十
二
林
一
一
の
一
三

ケ
ア
・
ガ
ー
デ
ン
青
森

〃

大
字
古
館
字
安
田
八
八
の
一

ケ
ア
・
ガ
ー
デ
ン
青
森

〃

古
館
一
丁
目
二
の
一

八
戸
三
社
大
祭

八
戸
七
夕
ま
つ
り

行

事

平
成
十
四
年
八
月
一
日
か
ら
同
月
四

日
ま
で

平
成
十
四
年
七
月
二
十
日
か
ら
同
月

二
十
三
日
ま
で

祭
礼
そ
の
他
特
別
の
行
事
の
行
わ
れ

る
日

八
戸
市

八
戸
市

営
業
時
間
の
延
長
を
認
め
る

地
域

五
所
川
原
立
佞
武
多

青
森
ね
ぶ
た
祭

弘
前
ね
ぷ
た
ま
つ
り

平
成
十
四
年
八
月
四
日
か
ら
同
月
九

日
ま
で

平
成
十
四
年
八
月
三
日
か
ら
同
月
八

日
ま
で

平
成
十
四
年
八
月
二
日
か
ら
同
月
八

日
ま
で

五
所
川
原
市

青
森
市

弘
前
市

回
胴
式
遊
技
機

〃 〃 〃 〃 〃 ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

遊
技
機
の
種
類

ロ
イ
ヤ
ル
セ
ブ
ン
バ
ー

Ｃ
Ｒ
ぶ
っ
と
び
ハ
リ
ケ
ー
ン
大
警
報

Ｃ
Ｒ
ク
リ
ス
タ
リ
ア
夢
幻
王
国

Ｃ
Ｒ
ク
リ
ス
タ
リ
ア

フ
ィ
ー
バ
ー
ウ
ォ
ン
テ
ッ
ド
Ｄ
Ｘ

Ｃ
Ｒ
フ
ィ
ー
バ
ー
ウ
ォ
ン
テ
ッ
ド
Ｇ

Ｐ Ｃ
Ｒ
フ
ィ
ー
バ
ー
ウ
ォ
ン
テ
ッ
ド
Ｓ

Ｐ
型

式

名

高
砂
電
器
産
業
株
式
会
社

〃 〃 マ
ル
ホ
ン
工
業
株
式
会
社

〃 〃 株
式
会
社
三
共

製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
名
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〃

ロ
イ
ヤ
ル
セ
ブ
ン
バ
ー－

３
０

〃



( )

(

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

発

行

所

・

発

行

人

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東

奥

印

刷

株

式

会

社

印

刷

所

・

販

売

人

青 森 県 報平成14年７月５日 金曜日 第2043号 8


